
財産形成貯蓄に加入されている職員で、

令和６年３月３１日までの勤務先がどちらかクリック

最高裁判所 又は

東京高等裁判所管内
その他

水戸・金沢・岡山・福

岡の各家庭裁判所

どれか選んで

クリックしてニャン



A

財形貯蓄変更申込書の提出が必要です。共済本部福祉第一係へ提出してください。

B

財形貯蓄変更申込書の提出が必要です。異動先共済組合係へ提出してください。

C

手続は不要です。

Yes

財産形成貯蓄

4月1日以降も最高裁及び東京高裁管内の職員

No

4月1日付けで給与支給庁を異にする異動（水戸地裁から水戸家裁への異

動、甲府及び長野の地家裁間の異動を除く）を行った

変更申込書の書式及び提

出方法の確認はこちら！

Bへ Cへ Aへ

YesNo

スタートに

戻る

https://www.kyousai.courts.or.jp/others/zaikei/


No

A

財形貯蓄変更申込書の提出が必要です。共済本部福祉第一係へ提出してください。

B

財形貯蓄変更申込書の提出が必要です。異動先共済組合係へ提出してください。

C

手続は不要です。

※　併合庁（奈良、大津、和歌山、津、岐阜、金沢、福井、富山、岡山、鳥取、松江、福岡、

佐賀、大分、鹿児島、宮崎、山形、盛岡、秋田、青森、函館、旭川、釧路、徳島、高知）

財産形成貯蓄

4月1日以降、最高裁及び東京高裁管内の職員

No Yes

変更申込書の書式及び提

出方法の確認はこちら！

Yes

Cへ Bへ Aへ

4月1日付けで給与支給庁を異にする異動（※併合庁の地

家裁間の異動を除く）を行った

スタートに

戻る

https://www.kyousai.courts.or.jp/others/zaikei/


３月３１日まで水戸家庭裁判所の職員

３月３１日まで金沢・岡山・福岡の各家庭裁判所の職員

A

B

C

Cへ

変更申込書の書式及び提

出方法の確認はこちら！

財形貯蓄変更申込書の提出が必要です。

共済本部福祉第一係へ提出してください。

財形貯蓄変更申込書の提出が必要です。

所属の共済組合係へ提出してください。

財形貯蓄変更申込書の提出が必要です。

異動先共済組合係へ提出してください。

AへBへ

４月１日以降も引き続い

て金沢・岡山・福岡の各

家庭裁判所

４月１日以降、最高裁及

び東京高裁管内に異動

４月１日以降、その他に

異動

財産形成貯蓄

４月１日以降も引き続い

て水戸家庭裁判所の職員

４月１日以降最高裁及び

東京高裁管内に異動

Aへ

４月１日以降、その他に

異動

Cへ

スタートに

戻る

https://www.kyousai.courts.or.jp/others/zaikei/

